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　　　　  先月に続いて小規模宅地等の特例について 
             のご質問ですね。小規模宅地等の特例は、被
相続人（亡くなった方）や被相続人と生計を一にす
る親族（被相続人と併せて「被相続人等」といいます。）
が居住用・事業用等として利用していた建物の敷地
の土地等について一定要件を満たす相続人が相続し
た場合、一定の面積まではその土地の評価額が
50％、または80％減額して課税価格を計算するとい
う特例です。
　先月号では小規模宅地等の特例のうち「特定居住
用宅地等」についてご説明しましたが、その他に「特
定事業用宅地等」、「特定同族会社事業用宅地等」、

「貸付事業用宅地等」があります。
　ご質問のように貸しビルなどの不動産貸付業、駐
車場業、自転車駐車場業（以下「貸付事業」といい
ます。）の場合には「貸付事業用宅地等」の対象にな
ります。「貸付事業」には事業と称するほどではない
不動産の貸付等でも相当の対価を得て継続的に貸し
付けている場合（以下「準事業」といいます。）も含
まれます。ただし、被相続人等が主宰する同族法人
等への貸付は含まれません（「特定同族会社事業用宅
地等」に該当する場合があります。）。
　「貸付事業用宅地等」に該当すると200㎡まで評価
額が50％減額されます。ただし、相続開始前3年以
内に新たに貸付事業に供された宅地等は該当しな場
合がありますのでご注意ください。
　貸付事業を行っていたのが被相続人か、生計を一
にする親族かにより、右の表のように要件が異なり
ます。このほか
　①相続税の申告書に、この特例を受けようとする

旨を記載し、小規模宅地等に係る計算明細書や 
遺産分割協議書の写しなど一定の書類を添付する
　②申告期限までに遺産分割ができない場合は原則 
この特例は使えない
　というのは「特定居住用宅地等」の場合と同じです。
　ご質問の場合、貸付事業を営んでいらっしゃるの
で他の要件を満たせば「貸付事業用宅地等」に該当
します。
　より詳しくお知りになりたい
方は、武蔵野銀行各支店の窓口
またはぶぎん地域経済研究所ま
でお問い合わせください。

私は今年、恩師の大学教授のゼミに通ってい
る。学生のプレゼンテーションに必ずコメン

トする役回りなので、否応なく全力集中して臨んで
いる。長年の社会人経験や論理的思考が活きるの
で、相応に貢献できている実感もある。
　と同時に、この場でいちばん多くの学びを得ている
のは、実は私である。ここ10年来、いわば趣味のご
とく、社外や専門外で「越境学習」を続けているが、
今年は、世代を越境するのがテーマになっている。
　ＳＮＳの高度利用法や最新のトレンド話などは言
うに及ばず、学生達の就労意識や企業を見る目、結
婚観・家族観、お金や時間を使う優先順位など、普
段着姿での会話に新鮮なインパクトを受ける。
　就職面接での定番質問：「学生時代に力を入れた
ことは何ですか？」のことを彼らは「ガクチカ」と
言うが、いまの学生には、ガクチカの答えを3つも
４つも持つマルチタレントな人材を見掛ける。確か
に、翻訳ソフトやグラフィックツールを駆使すれ
ば、昔よりずっと速く、外国語やデザインを学習で
きる。一方で、一つの活動に寝食忘れて没頭して輝
いている学生もいる。リーダーシップやマネジメン
トを担う機会も増えたように思う。時流に乗った若
者は、昔では考えられなかったほど様々な経験を学
生時代に積んでいる。

以前、人材開発の部署で、入社年数や職位に応
じた階層別研修の運営をしていたときのこ

と。入社5年目より10年目、10年目より20年
目の方がスキルが高い前提で設計されたカリキュラ
ムだが、自己分析やコミュニケーションのグループ
ワークなどでは、若年層ほど素直に活発にサクサク
と進む。中高年層になると、プライドや固定観念が
邪魔をするのか、研修講師が介入しないとストー

リーが展開しない。技術進歩やグローバル化を背景
に急速に世の中が変化している今日、過去に蓄積し
た経験に頼らず、今この時代に新たな心構えで学ぶ
ことの重要性が強く印象に残った。
　企業では、新卒採用者の早期離職が問題化してい
る。アメとムチの合理性だけで人を動かすことは難
しくなった。ハングリー精神に訴えるよりも、個性
の承認・賞賛などの価値観を尊重する方が有効な時
代になったのかも知れない。確かに、新入社員の側
に幻想や勉強不足があるのは事実であろう。だが、
果たして受け入れ側の職場には、変化に適応すべく
学習し続ける姿勢が根付いているだろうか？　とき
には、新入社員を見て学ぶという場面があってもい
いのではないだろうか？

「『立派なご年配』という評価は、下の世代から貰
うもの」という一言が、還暦の私に刺さった。

これまでの人生、自分を評価し処遇してきたのは、
親、先生、上司。つまり年上の人だった。サラリー
マンは、上司の忖度に余念がないが、下の世代の価
値観には疎い。世間の常識が時代とともに大きく変
化しているのに、お構いなく我が道を行くように
なったら老人である。老いるとは、今の時代を生き
ようとする「同時代性」を失うこと、より良い未来
を描く気概を失うことだ。年齢はさほど関係ない。

念のため断っておくが、私は、今の時代や若者
の思考を無批判に肯定している訳ではない。

好ましいとは思えない風潮もたくさんある。それだ
けに、悩ましさや迷いは、いつも最後に「ラインホ
ルト・ニーバーの祈り」に辿り着くのである。「神よ、
変えるべきことと、変えられないこととを見極める
叡智を、私達にお与え下さい」と。

　　　　父は貸家（3階建て、15 室）を持っています。不動産賃貸業でも、父
が死亡した時の相続税の申告において、その敷地は事業用として小規模宅地等
の特例は受けられるでしょうか。

特例の適用要件区　分

事業承継
要件

保有継続
要件

事業承継
要件

保有継続
要件

被相続人の
貸付事業の用に

供されていた宅地等

被相続人と生計を
一にしていた

被相続人の親族の
貸付事業の用に

供されていた宅地等

その宅地等に係る被相続人
の貸付事業を相続税の申告
期限までに引き継ぎ、かつ、
その申告期限までその貸付
事業を行っていること。

その宅地等を相続税の申告
期限まで有していること。

その宅地等を相続税の申告
期限まで有していること。

相続開始前から相続税の申
告期限まで、その宅地等に
係る貸付事業を行っている
こと。
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